
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管

理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

福
島
県
人
事
委
員
会

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

笠

間

善

裕

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
時
間
外
勤
務
」
を
「
超
過
勤
務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第

八
条
の
二
」
を
「
職
員
に
超
過
勤
務
（
第
八
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
同
条
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務

時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
勤
務
す
る
こ
と
」
を

「
命
ぜ
ら
れ
て
行
う
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
八
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
勤
務
す
る
こ
と
」
を
「
超

過
勤
務
」
に
、
「
正
規
の
勤
務
時
間
が
」
を
「
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時

間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
が
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
及
び
月
数
の
上
限
）

第
七
条
の
二
の
二

任
命
権
者
が
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五

時
間
及
び
一
年
に
お
い
て
三
百
六
十
時
間
の
範
囲
内
で
必
要
最
小
限
の
超
過
勤
務
を
命
ず
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
に

従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
四
号

の
時
間
と
し
て
定
め
た
時
間
の
範
囲
内
で
必
要
最
小
限
の
超
過
勤
務
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

職
員
が
他
律
的
業
務
（
業
務
量
、
業
務
の
実
施
時
期
そ
の
他
の
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
を
自

ら
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
業
務
で
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
従
事
す
る

た
め
に
、
臨
時
的
に
前
項
の
限
度
時
間
を
超
え
て
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
及
び
月
数
の
範
囲
内
で
必
要
最
小
限
の
超
過

勤
務
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
労
働
基
準
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
の
限
度
時
間
を
超
え
て

勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
定
め
た
時
間
の
範
囲
内
で
必
要
最
小
限
の
超
過
勤
務
を
命

ず
る
も
の
と
す
る
。

一

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ
い
て

百
時
間
未
満

二

一
年
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ
い
て

七
百
二
十
時
間

三

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四

箇
月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
の
一

箇
月
当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て

八
十
時
間

四

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
月
数
に
つ
い
て

六
箇
月

３

一
年
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
職
員
に
対
し
、
任
命

権
者
が
当
該
年
度
の
途
中
に
お
い
て
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
箇
月
に
お
い
て
命
ず
る
こ

と
の
で
き
る
超
過
勤
務
の
限
度
時
間
は
四
十
五
時
間
と
し
、
一
年
に
お
い
て
命
ず
る
こ
と
の
で
き
る

超
過
勤
務
の
限
度
時
間
は
七
百
二
十
時
間
と
す
る
。

４

任
命
権
者
が
、
特
例
業
務
（
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
重
要
な
業
務
で
あ
っ
て
特
に
緊
急

に
処
理
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
任
命
権
者
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
従
事
す
る
職
員
に
対
し
、
前
三
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命

ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
（
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
る
時
間
又
は
月
数
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
（
労
働
基
準
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
に
従
事
す
る

職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
、
又
は

届
出
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
に
お
い
て
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た

職
員
に
対
し
、
前
三
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場

合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

５

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え

て
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
た
部
分
の
超
過
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の

と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
の
確
保
に
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
超
過
勤
務
を

命
じ
た
日
が
属
す
る
当
該
時
間
又
は
月
数
の
算
定
に
係
る
一
年
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
、
当
該
超
過
勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
───────────────────────────────────────────────────────────
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６

任
命
権
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
内
容
を
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

７

任
命
権
者
は
、
一
箇
月
に
お
い
て
百
時
間
を
超
え
る
超
過
勤
務
を
命
じ
た
場
合
に
は
、
人
事
委
員

会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

８

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
お
け
る
時

間
及
び
月
数
の
上
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
七
条
の
四
の
見
出
し
中
「
職
員
」
の
下
に
「
及
び
障
が
い
が
あ
る
職
員
」
を
加
え
、
同
条
中
第
八

項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

６

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
条
例
第
八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
対
象
障
害
者
で
あ

る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条
の
六
の
見
出
し
中
「
時
間
外
勤
務
」
を
「
超
過
勤
務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
時
間
外

勤
務
（
条
例
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
を
い
う
。
）
」
を
「
超
過
勤
務
」
に
、
「
時
間
外
勤
務
制

限
開
始
日
」
を
「
超
過
勤
務
制
限
開
始
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
時
間
外
勤
務
制

限
開
始
日
」
を
「
超
過
勤
務
制
限
開
始
日
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
第
七
条
の
二
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

中
「
五
箇
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
箇
月
の
期
間
（
平
成
三
十
一
年
四
月
以
後
の
期
間
に
限

る
。
）
」
と
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

笠

間

善

裕

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
八
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
柳
津
町
」
を
「
柳
津
町

三
島
町
」
に
、
「
中
島
村
」
を
「
中
島
村

矢
吹
町
」
に
、
「
小

野
町
」
を
「
小
野
町

広
野
町
」
に
、
「
伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合
」
を
「
伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合

国
見
町
桑
折
町
有
北
山
組
合
」
に
、
「
田
村
広
域
行
政
組
合
」
を
「
田
村
広
域
行
政
組
合

福
島
県

市
民
交
通
災
害
共
済
組
合
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

笠

間

善

裕

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
出
先
機
関
の
項
中
「
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」

「
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

を

に
改
め
る
。

ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

笠

間

善

裕

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
の
四
級
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と

し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

規
模
の
小
さ
い
試
験
研
究
機
関
の
副
所
長
の
職
務

別
表
第
四
の
五
級
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

困
難
な
研
究
を
行
う
規
模
の
小
さ
い
試
験
研
究
機
関
の
副
所
長
の
職
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


